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【KT－report 10/1】 「（宗
、
）月山神社」の直営は違憲 

 

この頃、事の深刻さに気付きました、過去に三役に携わった者として大いに反省しています。 

【KT－report 09】に記載した判例を踏まえて、上桜田町内会（以下「本会」という）に係る「宗教法
、、、

人
、
（上桜田）月山神社」（以下「本神社」という）との関係についてです。本会が、本神社を直営（丸抱

え）している実態に重大な問題があります、つまり、違憲状態にあります。その理由について考察して見

ます。 

Ⓐ 本神社境内の土地、および建物は誰のものでしょうか。多くの方は漠然と“本会のもの”あるいは

“別当と呼ばれた志鎌忠雄さんのもの”と思っていませんか。しかし、違います！ それでは誰のもの

なのか？ 

Ⓑ 本会は、図－１のように、本神社の維持・運営のために、現在まで、一般会計に「神社費（損益計算

書の費用相当）」を計上し、「神社積立金（貸借対照表の資産相当；神社積立金は将来の建て替えに備え

たもの）」を計上し、その金額は本会員の年会費に含めて一括徴収して来ました。多くの方はⒶに係り

本会の財産と思っているから“何も問題なし”と思っています。しかし、“ 大問題！ ”です。それ

はどんな理由なのか？ 

【収入の部】 （単位：円）

項 目 予 算 額 決 算 額 増 減

合 計 3,580,117 3,824,235 244,118

【支出の部】

項 目 予 算 額 決 算 額 増 減

神 社 費 140,000 138,275 ▲ 1,725

合 計 3,580,117 3,442,136 ▲ 137,981

収　支 収入額 支出額 次年度へ繰越金

3,824,235円 － 3,442,136円 ＝ 382,099円

○　（上桜田）月山神社 （単位：円）

令和２年度

項 目 決算額 摘 要 予 算(案)

繰越金 484,500 平成30年度より 484,504

雑収入 4 ＪＡバンク貯金利息 0

小計 484,504 484,504

支出 －－－ 0

収入金額 支出金額 差引残高

収　支 484,504円 － 0円 ＝ 484,504 円

（次年度へ繰越）

平成31年(令和元）度

収入

一
般
会
計

特
別
会
計

平成31年3月1日～令和元年2月29日

月山神社祭典行事、防風テント設置作業費等

　平成３１年（令和元年）度　上桜田町内会　決算書

摘　　　　　要

摘　　　　　要

図－１ 
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図－１――2020(R2)年 3 月末予実算を抜粋――の内容に係る「神社費」については、金額は異なるが

過去から計上し続けています、何も変わっていません。しかし、「神社積立金」は平成 27 年度で打ち切

り、平成 28 年度からは計上していません。これらの意味合いについての細部は【KT report－10】に別記

します。 

 

１．本神社・通称「（上桜田）月山神社」そのものの現状確認 

（１）本神社の性格 

山形地方法務局より、登記簿に相当する「現在事項全部証明書」を私費で入手し確認すると、図－２の

とおり、宗教法人法に基づき設立された神社本庁を包括団体とする宗教
、、、、、、、、、、、、、、

法人
、、

なのです。これは、身近な処の耕源寺、山形市内薬師町の山形県

護国神社、あるいは靖国神社や伊勢神宮と同格です。もちろん財産規

模は違うが、宗教法人としての性格（根拠とする法令）はまったく同

一です。なお、正確な名称は「宗教法人 月山神社」です。 
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→ 当然ですが、同法人の設立目的は本会とはまったく異なります。 

（２）境内の不動産の所有者 

本神社境内土地の所有権者は本神社（後記 15頁参照のこと）となっています。また、図－３のとおり

の山形県知事宛てに提出（宗教法人法に準拠）した財産目録にもあるとおりです。同境内にある神社は

神道
しんとう

「宗教法人 月山神社」であって、本神社が拠って立つ境内の不動産が同神社の財産である、という

ことは当然です。 

図－２ 
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結論は、境内の一切の財産は「宗教法人 月山神社」のもの、なのです。したがって、本会の物（財

産）でも、あるいは志鎌忠雄さんのもの、ではありません
、、、、、、、

。したがって、敢えて言うならば、下記役員４

人の管理財産です。 

（３）本神社の役員 

 宗教法人であるが故にその代表（責任）役員は、前ページ図－２のとおり、滝本光彦氏（山形市成沢に

在住、本神社の宮司）であります。また、責任役員として、吾が地元は本会会員の３人の氏名が山形県知

事宛ての書面（公的なもの）に登録されています。本来、この４人に同法人の経営権が付与され、自ら定

めた内部規則に基づき任務（義務）を果たす事となっています。しかし、現状はその４人を退けて、本会

が経営しているに他ならない、つまり、本会直営
、、

の実態になっています。したがって、本会は宗教法人の

経営権を侵害しているのです。別面で言うならば、本会の一般会員が宗教法人の本神社の経営に何でも言

える、あれこれ干渉する権利があるということです。本会の会員は、本神社の内部情報・関連情報を閲覧

する、あるいは開示を求めることが出来ます、そんなことについて、神社側の責任役員は承服するだろう

か？ しないだろう。 

 

（４）内部規則の存在 

図－３ 
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図－４a のとおりに、昭和 27（1952）年 10 月１日に発効した本神社を規定する「宗教法人 『月山神

社』規則（以下『同規則』という）」が存在し、ここにおいても「上桜田 月山神社」は宗教法人である
、、、、、、、

ことを記しています。また、同規則は、（注）神社本庁が承認したもの
、、、、、、、、、、、

である事が分かります。さらに、図

－４b のとおり山形県知事も認証しているものであります。いずれも宗教法人法に基づく対応です。 

 

同規則は、第一章 総則、第二章 機関、第三章 職員、第四章 財務、第五章 補則、附則から構成

されています。「宗教法人 月山神社」の法人組織内部を規定する規則であって、かつ同規則は、本神社

の固有の・独自のものではありません。いわゆるローカル版ではなく、「（注）宗教法人 神社本庁」傘下の

神社組織を規定する全国統一の様式であります。ましてや本会との係わり・繋ぎを規定した運営の規則で

はまったくありません、そんなことを類推させる項目も当然ながら一切記述されていません。 

（注）神社本庁は、明治神宮境内に隣接する東京都渋谷区代々木一丁目１番２号にあり、そのホームペ

ージには、「神社本庁は昭和 21年２月３日、全国の神社の総意によって設立されました。これより先、

昭和 20（1945）年８月 15 日、我が国は連合軍のポツダム宣言を受諾して終戦を迎え、進駐して来た連

合国軍総司令部は矢継早に日本改造に着手、その一貫として昭和 20 年 12 月 15 日に『神道指令』を発

し、神社の国家からの分離を命じました。」と掲載されている。また、ウィキペディア（フリー百科事

典）によれば「神宮（伊勢神宮）を本宗とし、日本各地の約８万社の神社を包括する宗教法人」とあり

ます。いわば、神社神道の総本山です。 

 

２．【KT－report 09】に記載した判決の要点 

 細部はそちらに譲るが、「神社費」内訳検討に入る前に要点を図(表)－５に整理して置きます。 

直来飲食費は、神社祭祀の最後に、神事に参加したもの一同で神酒を戴き神饌を食する行事（共飲共食

儀礼）であるが故に宗教関係費となります。 

 

 

 

図－４a 図－４b 
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判決で認定された宗教関係費 吾が（宗）月山神社対応 

①氏子社格割 

神社本庁によって神社それぞれに

掛けられる賦課金・負担金・上納

金のこと 

町内会費から神社本庁（神社神道の最高機関）

の「山形県神社庁」および「山形市神社総代

会」に対して、年に計６千円を上納している。 

②諸手当 
宮司への玉串料などは、手当に他

ならない 

例大祭の時に宮司に３万円の初穂料（玉串料・

手当・謝礼金）を支払っている。 

③願成就其の他 
祭などでの食事費、千灯火、お飾

りの材料費などの様々な費用 

当該係争のような名称ではないが、例大祭時の

しめ縄製作代、直会飲食費。また、防風ネット

の取付け・取外し費用を支払っている。 

図(表)－５ 

 

２．本会「神社費」の内訳 

前記図－１にある神社費の主な支出内訳を見ます。その内訳構造は図(表)－６のとおりです。本会が宗

教法人を直営（直接経営）していることの明白な証拠であります。以下触れることについては、本会関係

者は悪げがあってやって来たというよりも、長年の慣習の前例踏襲、「宗教法人月山神社」の既得権益と

いうことでしょう、しかし、現在の社会においては許されない悪しき慣行となってしまったのです。 

大問題は、本会固有の一般事業費に宗教法人神社費を上乗せし、一括で一律に強制徴収していることで

す。 

 

神社（宗教関係）費を 138,000 円、持家を 310世帯、借家・アパートを 250世帯とし、１会員当りの

負担分を試算して見ます。留意すべき点があり、この１会員を持家世帯とするか、借家・アパート世帯と

するかです。 

  ❏1（前者）通常、持家世帯にだけ回覧していることから借家・アパートは除くとする見方を取ります。 

項 目 金  額 備考 関係 

町
内
会
予
算
規
模 

神 
社 

費 

目
的
外

。
。
。( 。
特
定
宗
教
関
係
費

。
。
。
。
。
。
。) 。 

Ⓐ 山形市神社総代会費 @1 2,500円 

6,000円 
上
納
金 

外部団体 

(宗教法人) 

Ⓑ 山形県神社庁山形支部会費 @2 3,500円 
外部団体 

(任意団体) 

Ⓒ 宮司への初穂料 @3 30,000 円 

132,275 円 直
接
経
費 

外部団体 

(宗教法人) 

Ⓓ 例大祭関係費 @4 77,445 円 

Ⓔ 雪囲いの設置および撤去費用 @5 20,000 円 

Ⓕ 火災保険料 @6 4,830円 

       小 計 138,275 円 138,275 円 

上桜田町内会（本会固有の目的内
、、、

一般事業費） 3,303,861 円 自 所 

    合   計 3,442,136 円 

図(表)－６ 
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  ❏2（後者）神社費は一つのサイフ（町内会会計）に入れたものからの支出であり、両者が負担している

とする考え方があります。 

 前者の前提では、138,000÷300≒460 円／世帯（令和２年時の持家世帯数 310 で除すれば、445円）と

なります。 後者の前提では、図(表)－７のとおりとなります。 

 

それについて持家分を図式化すると図－８のとおりです。 

 

（１）「一律、一括、強制」の意味合い 

 そのような構図は、一律に一括して強制徴収集金システムであります。判例・判決文の中でこの三つの

言葉が出て来ることからその意味合いを図(表)－９のように整理しました。 

項　目 持ち家会員 準会員 計

年会費[円] a 6,500 3,250 －－－

会員数(概数） b 310 250 －－－

c=a×b 2,015,000 812,500 2,827,500

m n ℓ

0.713 0.287 1.000

m/ℓ n/ℓ

98,394 39,606 138,000

r×0.713 r×0.287 r

p q (神社費概数)

317 158 (476)

p/310 q/250

（相対比） 0.67 0.33

f/a×100

（％）

1,563 484,500

y/310 y

4.9 4.9

「

神
社
費
」

神社
積立金

１会員当りの
負担分[円]

d

e

f

対年会費割合[%] g

h

神社（宗教関係）費の１会員当りの負担分試算　　　［単位　円］

特別会計の１会員
当り負担分[円]

年会費[円]

年会費相対比

神社費案分

図(表)－７ 

445 円 

６,055 円 

6,500 円 

外部団体（宗教法人） 

⦅特定宗教関係費⦆ 

本会（自所）固有の事業費 

⦅義務費⦆ 

6,500 円 
年
会
費 

図－８ 

<緊縛> 
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一律 
会員一人に１議決権を付与する中で、個人的事情（事由）は考慮せず、同じ金額を全会員から

徴収することを謂います。 

一括 
自治会固有の事業費（本来の会費）とは趣旨が異なり分離して賛否を確認すべき金員――前記

判例では外部団体の前出各会への拠出
．．．．．．

――を合算して徴収することを謂います。 

強制 

能動的な自由意思を以って入会している自治会の会員は、必要な会費の納入義務を伴い、同会

からみれば（執行部の責務として）強制徴収となります。その強制力を伴う態勢に乗じて、本

来是非の意思を確認すべき金員を緊縛化・同梱して徴収することを謂います。 

図(表)－９ 

 

このような三つに共通する点は、各個人（各会員）の賛否・是非に係る自由意思、任意性を尊重する観

点はまったくありません。会員としての納入義務・強制を伴うものと、会員個人の任意・自由に根差すも

のを一つに束ねた行為、つまり、対極にあるものを緊縛していることが問題です。 

 

（２）神社費内訳の具体事例 

 図(表)－６の内訳項目Ⓐ～Ⓕについて具体事例を記述します。 

 

ａ．Ⓐ・Ⓑ外部団体への上納金（負担金の上納） 

その１；上納先の金額と組織 

前記神社本庁との関係から何らかの負担金（社格割
、、、

）を上納しているのではないかという問題意識が

湧いて来ました。そこで本会の会計処理を調べた処、図－10a――左は 2011（平成 23）年度、右 10b

は 2016(平成 28）年度――のとおりで、本神社の責任役員の１人である志鎌忠雄氏が上位組織から指示

されたとおりの金額を「A任意団体・山形市神社総代会に 2,500 円」および「B宗教法人・山形県神社庁

山形支部に 3,500 円」を一時立替払いで振込みし、この証を本会に提出して、引き換えに、志鎌氏は現

金を本会から受領する構図となっています。本会はこれを本会一般会計の「神社費」に支出計上し処理

しています。この２者――本会と志鎌忠雄氏は民法第 719 条の共同不法行為を犯しているのではないか

と強い疑義を持っています。この６,000 円は、本会とはまったく関係ない別個の宗教法人外部団体に吸

上げられています。責任役員の志鎌氏が上納するのはそちらの判断なので本会は何も言う資格はありま

せん。しかし、その上納金額をそのまま本会に丸投げし、本会はそのままを受け取って本会が支出して

いることが大問題です。 

結局は、本会は宗教法人とその外郭組織に上納金を支払っている、つまり、本神社のみならずその上

位組織宗教法人の経営資金の一部までを担っている、という証拠であります。 

 

その２；負担金の上納構図 

山形県神社庁に出向いて直接確認した事を図式化すると、図－11 の構図のように２ルートになって

おります。一つ目は右側の神社本庁までのルート、これはいわば神社経営者（責任役員）の立場からの

上納パイプです。二つ目は左側の総代会ルート、これはいわば神社を支える氏子の立場からの上納パイ

プです。本会員個人が支払う年会費の一部が、宗教法人の上位組織に吸上げられているのです。それも

二つの組織に対してであります。強制的な本会年会費に紛れ込ませて本会固有の事業費かのように偽装

する行為は、別記判例に照らして明らかに信教の自由に抵触し憲法違反状態です。100歩譲って、本会

年会費の一部が、本神社の修繕費に使用されるのは当座理解した（納得はしないが）としても、このよ

うな上納金を支払う事は大問題であります。私は、納得していません。 
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図－10a 図－10b 
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宗教法人 

神社本庁 

宗教法人 

山形県神社庁 

「宗教法人（上桜田）月山神社」 

山形県神社庁 

（下部組織）山

形支部 

□ 

支部 

□県 △県 

△ 

支部 

山形市神社総

代会 

(任意団体) 

山形県 

神社総代会 

(任意団体) 

□県 △県 

全国神社総代会 

(任意団体) 

□市 

 

△市 

 

負担

金 

負担

金 

（２,５００円） （３,５００円） 

本会員の個人年会費 

平成 27 年度まで／７,０００円・３,５００円／世帯 

平成 28 年度から／６,５００円・３,２５０円／世帯 

納入 

本会一般会計 

負担

金 

負担

金 

（２,５００円） （３,５００円） 

図－11 

別
個
の
外
部
組
織 
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ｂ．Ⓒ宮司への初穂料（玉串料・手当・謝礼金） 

図－12は例大祭時に宮司へ支払った本会からの支出で

す。毎年の例大祭に於いて、本神社の代表責任役員である

滝本氏に対し、本会が初穂料の名目で 30 千円を直接支出

しています。宗教的行事の主宰者に直接支出しています。

本会長が、名目は初穂料であれ何であれ、個人の懐から、

いわゆる私費から払うのであれば問題はありません。しか

し、例えば、靖国神社に国民の税金から支出しているよう

なものです、こんな事は絶対に許されません。なお、国会

議員の参拝が問題視されますが、金銭そのものは私費から

拠出です、肩書利用が問題視されているのです。 

ｃ．Ⓓ例大祭関係費 

毎年４月 29 日に開催する「宗教法人
、、、、

月山神社」の例大祭に掛かる費用（公民館での直来等の飲食費を

含む）の一切を本会が拠出しています。例大祭は同社建屋内部に町内会長以下本会関係団体の代表者が参

集し、宮司を中心に神道方式の神事を斎行します。引き続き子供神輿渡御に向けた神道方式神事も行いま

す。 

ｄ．その他 

（ａ）Ⓔ資産の保全／維持／管理費 

本神社の雪囲いの設置および撤去費用は図－13のとお 

 りです。その他に転落防止対策費などを支出しています。 

 例大祭前に神社境内にある鳥居のしめ縄取替を行い、新規 

 分に１万円支出している。 

（ｂ）Ⓕ本神社の火災保険料支出 

図－14のとおり、建物共済掛金領収書によると、用途 

名の神社とはもちろん「宗教法人（上桜田）月山神社」の

ことで、本殿（北側の建物／奥の院とも云う）と拝殿（南

側の建物）が対象となり、火災保険が掛けられています。

これも、当然ながら本会より支出しています。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
 

それらは何を物語るかというと、本会固

有の一般事業費（本来目的内事業分）に、

外部団体の宗教法人月山神社経費分を合算

して（隠して）一律一括徴収しています。

宗教法人月山神社経費分を潜らせているの

です、巧妙に隠しているということです。 

  

図－12 

図－14 

図－13 
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執行部は、総会で神社費を織り込んだ予算案が承認されたからには会員は従うのは当然だ、あるいは、

例えば規約に書かれてあるから（本会現行規約には今は無い！）会員は従うのは当然だ、と言いたくなり

ますが、前出判例によれば、憲法違反の総会決議や規約は無効であると断じています。上位の法令が優先

するのは法治国家としては当然のことです。 

 

３．要約  

私は、神社・仏閣が大好きです。（上桜田）月山神社を潰せとか、なくせというのではありません。本

会は約 500 世帯強（持ち家 310 世帯＋借家・アパート 250 世帯）の規模です。芸工大前区画整理事業に

着手した 1998（平成 10）年の頃は 100 世帯ちょっとでした、それから持ち家だけでも 200 世帯以上の世

帯が増えたのです。多様な価値観の持ち主が増えたということです。 宗教に係り、私は、キリスト信者

だ、浄土真宗信者だ、日蓮宗だ、創価学会だ、天理教だ、幸福の科学だ、・・・〇〇宗教の信者だという

ような様々な人達がおります。神社「神道
しんとう

」は列記とした宗教の一宗派です。様々な宗教の中で、どれを

信仰するか、信仰しないかは信教の自由であります 。私は神道の信者ではありません。その神道を信仰

しない者にとって、特定宗教関係費を、納入義務を伴う町内会費に紛れ込ませて徴収されることは、私を

神道に強制的に一体化させるに等しく、私の信教の自由ないしは信仰の自由を侵害するものであります。 

神社側が寄付金や浄財を集めることは何ら問題ありません。ただし、個人の自由意志、任意性を十分尊

重した上で賛否を求めるという社会通念に則り正しい運用にすべきであるというのが主張です。 

代を引き継いで来た土着の人達の一部に、「神社祭祀は地域に
．．．

とって長年の慣習であり、地域の
．．．

良き文

化だ」という人がいるようです。それはまったくの誤解・勘違い、先入観・固定観念の何物でもありませ

ん。『地域』の冠は、『信者にとって』なのです。「地域に根差した歴史と伝統だから、今までとおりや

れ」と押し付け、同調圧力を以って行う一宗派に係る諸行事は決して『地域』の文化にはなり得ません、

あくまでも「信仰者にとって都合のよい文化」なのです。社会通念に照らして正しくは「神社祭祀は一部
、、

人達の
、、、

長年の慣習であり、『神道
、、

』信者にとって
、、、、、、

良き文化となって来た」となります。 

信教の自由に係る心の部分であり決して公言しません。声無き声です、声が無いからと言って無視する

ことは絶対に出来ません。ある判例【KT－report 08】では「（声なき声を）・・・予想され
、、、、

・・・想像す
、、、

ることができる
、、、、、、、

・・・」と被告人は指摘されました。近代的な自治組織の町内会運営に当っては、それら

当り前の原理原則に則る公明正大な政治
、、

（まつりごと）が必要であると思います。昨今の個人主義の台頭

とＳＮＳ等の進展に伴う高度情報化社会です、従来のような古い体質を引き吊っていると、執行役員の知

らない処で運営体制に不平不満を抱えることとになります。 

本格的な正常化に向けたアクションプログラムについては、【KT–report 10/3】に記述するが、直ぐに

取り組めることとしては、一般会計に計上している「神社費」をまずは廃止することです。その上で積立

金性格の特別会計を神社に寄付してやることです。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

上記を踏まえつつ、本会に係る（宗）月山神社の問題について、全体の関係構図を次頁以降に記述して

見ました。
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〚 全体構図 その１ 〛 

 

 結論；本会の現状は、憲法第 20 条および第 89 条でいう宗教団体である宗教法人を直営、つまり、丸抱えで運営している事は違憲状態です、まったく不正常である！ 要は直営が問題！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「宗教法人 月山神社」 

神社本庁包括下の宗教団体 

 

【自治会・町内会の性格】 

①加入単位は個人ではなく世帯 

②全戸の自動または強制的な加入～自動的加入 

③活動目的が多岐に亘り包括的な機能を持つ～包括的機能 

④行政の末端補完機能を持つ～行政補完機能 

⑤一つの地域に一つの町内会しかないこと～排他的地域独占 

国家や地方自治体に類

似する高度の公共性を

持つ団体である。 

【宗教性のある特定宗教関係費】 

 

◇宗教法人上位組織への上納金 

◇宮司への初穂料（玉串料・手当・ 

謝礼金） 

◇例大祭関係費（飲食代等） 

◇資産の保全／維持／管理費 

   ・防風ネットの取付・取外費 

   ・転落防止対策費等 

◇建物の火災保険料 

・本会は、法人格を有する『認可地縁団体』である。 

・本会は、地方自治法第 260条の２に基づく地縁団体を申請し、平成 19（2007）年 

５月 18日付けで認可を受けている。 

・本会は持ち家約 310＋世帯（アパート含み 500＋世帯強） 

・世帯単位の年会費（世帯構成・年齢に無関係） 

６,５００円  または３,２５０円 

＜特定宗教関係費を含めて一括収納＞ 

・令和元年度予算規模総収入 ３,８２４,２３５円 

  〃    〃  総支出 ３,４４２,１３６円 

令和元年度「神社費」 

・138,275 円 

令和元年度「神社積立金」 

・484,504円 

 

総収入比 16.2％（大きい） 

本会直営の現況 

子供会・老人クラブ・消防団・体育振興会 

・役員（執行部）は団体の中で選出 

・活動は自主的 

・宗教性はまったくない。 

助成金支給団体  裁判論争の有無・是非に係らず、そもそも本会が宗教法人の月山神社直営が大問題です。

それでは本会では如何にすべきなのか、みんなで議論しよう！ 

公共性を

補強 

✓ 例えば、国が靖国神社（宗教法

人）を、あるいは伊勢神宮（宗教

法人）を丸抱え（丸飲み）で運営

出来るのか、という事と同じ次

元の問題である。不可
．．

なり。 

 

✓ 例えば、山形市が護国神社（宗

教法人）を丸抱え（丸飲み）で運

営出来るのか、という事と同じ

次元の問題である。不可
．．

なり。 

 

 ✓ 例えば、本会が神瀧山耕源寺

（宗教法人）を丸抱え（丸飲み）

で運営出来るのか、という事と

同じ次元の問題である。不可
．．

な

り。 

       支出の使途内訳 

図－15 
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 〚 全体構図 その２ 〛 

 

◎ 町内会長が全権行使の（仕切っている）「宗教法人（上桜田）月山神社」の例大祭の現況
、、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問題点＞ 

１．宗教法人の例大祭を行政府長相当の町内会長が主宰者となって、神道神事の儀式を斎行（主導）していること。 

２．宗教法人の地元の責任役員が、例大祭の主宰者となっていないこと。（同法人が自ら定めている、「宗教法人 月山神社 規則」を履行・遵守していない。） 

３．日常・祭礼で寄進されるお賽銭は、全てをある一個人（責任役員の志鎌忠雄氏）が回収していること。（しかし、宗教法人であれば、当然の事。よって、本会は回収すべきではないとなるが。） 

４．子供神輿はそれを使って渡御し、不特定多数の会員からお花代を頂戴するが、全て子供会の収入となる。（しかし、宗教法人がやれば当然だが。） 

✔ 一般社会人の常識、社会通念として、本会一般会員から見て、神道以外の他宗教信仰者から見て、全体構図の体制においておかしい処が多々ある。 

 

≪宗教法人 月山神社≫ 

 

宮司は神道方式による修祓・祈祷の神事 

 

神事の基本は以下の通り。 

・参進
さんしん

；雅楽の演奏の中 神前に進みます 

 

・修祓の儀；身も心も清らかにし 儀式に臨みます 

 

神輿ならびに御神札（お札）への神霊 

（徐魔・招福の神秘の力）芯入れ 

神様の依代
よりしろ

を御輿に乗せて神輿祓い 

 

・降神の儀；神様に天から天下って頂きます 

・献饌
けんせん

の儀；神様に神饌をお供えします 

・祝詞奏上
そうじょう

；神様に見守って頂くことを奏上します 

 

・玉串奉奠の儀；玉串に思いを込めて神前に捧げ拝礼しま

す 

 

・撤饌
てっせん

の儀；神饌をお下げします 

・昇
しょう

神
しん

の儀；神様にお帰り頂く事です 

・斎
さい

主
しゅ

挨拶；斎主が挨拶します 

・献杯
けんぱい

の儀；神様の祭を言祝ぎ、盃を取り交わします 

図－16 

宗教法人 

月山神社の

体制 御
神
札
（
お
札
） 

御
花
代
（
ご
祝
儀
） 

『御神札（お札）』 

宮司 

↓ 

町内会長  

【子供会】 

子供会長・スタッフ 

子供会が運行 

 

子供神輿 

多くの本会員 

≪本会（公民館）≫ 

諸準備・身支度 

参集 

町内会長以下 

隣組長以上役員 

町内会関係諸団体 

 

 

本 神 社 

例大祭 

の 主 宰 者 は

町 内 会 長

これが問題！ 

御神札（お札） 

御花代(ご祝儀) 

滝
本
光
彦
氏 

（
宮
司
） 

代
表
役
員 

平
成
二
十
八
年
当
時

、
、
、
、
、
、
、
、
の、
責
任
役
員
（
三
名
） 

（
志
鎌
忠
雄
氏
、
志
鎌
善
一
氏
、
船
越
庄
次
郎
氏
） 

志鎌忠雄氏が 
用意する 

多
く
の
本
会
員 

御神札（お札）と御花代

との関係は、精神的には表

裏一体、同時交換性を持つ

ものです。 

 

御神札（お札）には、

信仰する神社の祭神の神

霊（徐魔・招福の神秘の

力）が宿っているからこ

そ、有り難く思い、その

神様に御花代(ご祝儀／お

賽銭)を差し上げる訳で

す。 

子
供
神
輿
は
、
当
時
の
本
会
員
や
地
区
一
帯
の
寄

付
・
浄
財
で
新
し
く
製
造
・
更
新
し
た
も
の
。 

神
輿
の
所
有
権
は
？ 

本
会
と
本
会
子
供
会
の

共
有
財
産
？ 

本
会
？ 

子
供
会
？ 

本
神
社
？ 

多
く
の
本
会
員 

お賽銭 

多くの本会員 ある人（一個人） 
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【 参 考 】土地の表示に係る地図と全部事項証明書 

 

図－17のとおりであります。６番 27の土地の名義は「宗教法人 月山神社」となっているが、６番 28の土地の名義は「村社 月山神社」となっていることから、2020(R2)年 11 月 29 日（木）ＡＭ、山形地方法務局に

出向いて確認して来ました。「 村社の冠は戦前の法律に基づく神社のことであり、６番 27 の名義変更時に同時に申請・処理すれば良かったと思うが、忘れてしまったのではないか。全部事項書の全体を読み解けば、『宗

教法人 月山神社』の名義であることは間違いないだろう。」と説明されました。 

 

 なお、建物は登記されていませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－17 
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 上桜田町内会直営の「月山神社」は宗教法人法に基づく列記と

した宗教法人だから問題視するのであります。 

 

 宗教法人でなかったら、町内会が神社と称する施設を直営

（丸抱え）すること自体は何も問題視しません。 

 

 これが基本的な考え方です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（end） 

 


